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第１章 計画の策定に当たって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 本市は、平成 20年度を初年度とする第１次総合計画に基づき、豊かな自然環境や歴史的・

文化的遺産、また高速交通体系の充実など、市が有する地域資源や優位性を最大限に生かし

ながら、着実なる市勢の発展のために各種施策を展開してきました。 

 

 こうした取組みを進める中、地方自治体を取り巻く環境は目まぐるしい変化を見せており、

とりわけ人口減少や少子高齢化は、社会経済に広範かつ深刻な影響を及ぼしています。 

また、地方分権の進展により、地方自治体は、自主性、自立性の向上が求められており、

市民参画・市民協働の推進など、早急な行政運営の再構築が必要となっています。 

 

 一方、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により、本市も甚大な被害を

受けました。加えて、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質による環境汚

染や風評など、かつて経験したことのない形の見えない被害にも直面したことから、本市で

はこれら甚大な被害からの復旧・復興を最大の課題としています。 

 

 こうした状況を踏まえ、第１次総合計画の前期計画が平成 24年度に終了することと、本市

を取り巻く劇的な環境変化に的確に対応するために、第１次総合計画の成果等を検証したう

えで、新たな行政運営のビジョンと政策を明示した平成 25年度からのまちづくりの指針とな

る第２次総合計画を策定します。 
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２ 総合計画の構成と期間 

 第２次総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」により構成します。 

 

（１）基本構想 

 基本構想は、市政運営の根幹となるもので、長期的な視点から、まちづくりの理念と白

河市の将来像を定め、その実現に向けた基本目標を示します。 

 計画期間は、平成 25年度から平成 34年度までの 10年間とします。 

 

（２）基本計画 

 基本計画は、基本構想の実現に向け、市が取り組むべき

施策の基本方向を総合的かつ体系的に明らかにします。 

 計画期間は、平成 25 年度から平成 29 年度までの５年間

を前期基本計画、平成 30 年度から平成 34 年度までの５年

間を後期基本計画とします。 

 

 

（３）実施計画 

 実施計画は、基本計画に定められた施策を効果的に実施

するための具体的な事業を明らかにするもので、毎年度の

行政運営の指針となるものです。 

 計画期間は、３年間を基本とし、社会経済や財政状況の変化、市民ニーズへの対応等を

考慮しながら、毎年度見直しを行うローリング方式とします。 

 

 

■計画期間 

 

平成 

25年度 

 

26年度 

 

27年度 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

33年度 

 

34年度 

          

基本構想 10年間 

          

前期基本計画 ５年間 後期基本計画 ５年間 

          

実施計画 ３年間        

 実施計画 ３年間       

  実施計画 ３年間      

          
 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

■計画の構成 

毎年度ローリング 
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３ 計画策定の視点 

 計画の策定に当たっては、以下の視点に基づき進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地方分権社会にふさわしい自主自立のまちの構築 

（市民参画・市民協働のまちづくりへの対応） 

・白河市のまちづくりの基本理念や基本原則等を定める

「自治基本条例」の制定を見通した計画づくり 

（１）新しい自治の仕組みに 

対応した計画づくり 

・社会経済情勢の変化への対応 

・震災復興をはじめ、市が抱える課題や市民ニーズ等への

対応 

・新たな社会制度等への対応 

（２）時代のニーズに的確に 

対応した計画づくり 

・国、県等の計画の現状認識、施策の方向性との整合 

・市の部門別計画の上位計画と位置づけた計画づくり 
（３）最上位計画としての 

計画づくり 

・まちづくりの目標の明確化（市が何を目指し、いつまでに、

どれだけ達成するのか） 

・市民と行政が課題や目標を共有できる、分かりやすい計

画づくり 

（４）市民と共有できる計画 

づくり 

・豊かな自然や歴史・文化など恵まれた地域資源を生かし

た計画づくり 

・まちの魅力と個性を最大限に発揮できる計画づくり 

（５）白河市の魅力を生かす 

計画づくり 

・限られた行政資源を有効活用し適正配分するため、施策

の選択と集中に配慮 

・行政評価や財政計画との連携により、経営的視点に立っ

た計画の進行管理の仕組みづくり 

・成果や達成状況を適正に評価できる、実効性のある計画

づくり 

（６）自治体経営に活用でき 

る計画づくり 
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第２章 白河市の概要 

 

１ 白河市の特性 

（１）位置・地勢 

本市は、那須連峰を望む福島県の南部中央に位置し、市の中心部から県都福島市まで約

90 ㎞、東京都心までは約 185 ㎞の距離にあります。市域は、東西に約 30 ㎞、南北に約 30

㎞に広がり、総面積は 305.3 k㎡となっており、約半分を山林が占めています。 

市内には阿武隈川、社川、隈戸川をはじめとする多くの河川が縦横に流れ、これらの源

流域には優良農地が広がり豊かな田園風景を形成しています。また、市の中心部では阿武

隈川に沿って東西にコンパクトな市街地が広がっています。 

交通面では、都心までを約１時間 15分で結ぶ東北新幹線をはじめ、東北自動車道、車で

30 分の距離にある福島空港などの高速交通体系に恵まれ、さらにはＪＲ東北本線、幹線道

路である国道４号、国道 289 号及び国道 294 号などにより、首都圏とのアクセスや広域的

な交通の利便性に富んでいます。 

 

■白河市の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）歴史・文化・自然遺産 

 本市には、古代より歌枕として名高い「白河関跡」をはじめ、白河藩主松平定信が「士

民共楽」の地として築造した日本最古の公園といわれる「南湖公園」、南北朝期に結城親朝

により築かれたのが始まりとされる「小峰城」、権太倉山の麓にある巨石で源義経が名付け

たといわれる「聖ヶ岩」、国内唯一の氷河期の残存植物ともいわれる「ビャッコイ」の自生

地、日本三大提灯まつりの一つに数えられる「白河提灯まつり」など、豊かな自然や多く

の歴史的・文化的遺産が現代へと受け継がれています。 
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（３）都市環境 

 本市は、奥州の三大関所の一つとして古くから交通の要所として発展してきました。現

在はみちのくの玄関口として、東北自動車道や東北新幹線などの高速交通体系に加え、首

都圏に隣接する立地条件や地盤が固く良質で豊富な水に恵まれるなどの地域特性を生かし

て、製造業を中心に様々な企業活動が展開されています。さらに、平成 21年８月に白河中

央スマート ICが開通し高速道路へのアクセスが一層向上しており、産業集積等による地域

の活性化が図られるとともに、都市機能が高まっています。 

 また、市立図書館や楽蔵などの施設が誕生し、賑わいのある中心市街地づくりが進めら

れるとともに、郊外型の大規模ショッピングセンターが相次いで建設されるなど、衣・食・

住が充実した暮らしやすい生活環境が形成されています。 

 

■主要な道路・交通網 
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２ 白河市の歴史 

 

－古代－ 

「白河」の地名は、古く奈良時代の文献で確認されます。大化改新以後、白河は陸奥国白

河郡の中枢が置かれ、陸奥国と下野国の境には「白河関」が設置されました。これにより、

白河は以後奥州の関門としての歴史的役割を担うことになります。 

 

－中世－ 

鎌倉時代、白河庄は源頼朝のもとで活躍した結城朝光に与えられ、以後約４００年にわた

って白河結城氏が中世の白河を支配しました。中でも、南北朝時代に活躍した結城宗広は、

奥州南朝方を代表する武将でした。なお、結城氏の本拠城は搦目の白川城でしたが、南北朝

期には新たに結城親朝の居城として小峰城が築かれたとされています。 

 

－近世－ 

 豊臣秀吉による奥州仕置きにより、結城氏は改易させられ、白河は会津領になります。蒲

生秀行が領主の時代に小峰城や城下の整備がなされたと考えられます。 

 江戸時代の初め、白河藩主となった丹羽長重は、小峰城の大改修や城下の整備を行い、現

在につながる市街地の基礎を築いています。丹羽氏以後、榊原・本多・松平(奥平)・松平（結

城）・松平（久松）・阿部と７家２１代にわたる藩主の変遷がありました。 

中でも松平定信は、老中首座として「寛政の改革」を行い、藩内においては「白河関跡」

の場所の特定や「南湖」の築造など、大きな業績を残しています。 

なお、表郷地域、東地域と大信地域の一部は、江戸時代中期以降、越後高田藩領となって

いました。 

慶応３年（1867）の阿部氏の棚倉移封により、白河は幕府の預かるところとなります。慶

応４年（1868）の戊辰戦争白河口の戦いでは、小峰城が焼失落城するなどの痛手を負い、明

治維新を迎えることになります。 

 

－近・現代－ 

 版籍奉還に伴い明治２年（1869）に白河県、同４年（1871）には二本松県、引き続き福島

県に含まれます。同 12年（1879）に西白河郡が置かれ、同 22年（1889）に白河町制を敷き

ました。 

 昭和 24年（1949）には白河町、大沼村が合併して白河市制を施行し、平成 17年（2005）

にはいわゆる「平成の大合併」により白河市、表郷村、大信村、東村が合併し、新しい「白

河市」が誕生しました。 
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■白河市のあゆみ 

時代 日本の主な出来事 白河の主な出来事

平城京遷都

続日本紀に「白河」の名がみえる

平安京遷都

太政官符に「白河・菊田剗守六十人」の記載あり

源頼朝征夷大将軍となる。鎌倉幕府の成立

承久の乱おこる

白川城築城

鎌倉幕府滅びる

足利尊氏征夷大将軍となる

結城宗広没す

小峰城築城

南北朝統一

豊臣秀吉天下統一 白河が会津領となる

徳川家康征夷大将軍となる。江戸幕府の成立

白河藩成立。初代藩主、丹羽長重

小峰城大改修開始

天明の大飢饉

松平定信が白河藩主となる

松平定信、幕府老中となる。寛政の改革

定信が白河関跡を旗宿に特定し「古関蹟」碑建立

南湖築造

1868
（慶応４、

明治元）
明治改元 戊辰戦争白河口の戦い。小峰城落城

1869 （明治２） 白河県が置かれる

1871 （明治４） 白河県が二本松県、引き続き福島県となる

1879 （明治１２） 西白河郡が置かれる

1887 （明治２０） 東北本線開通。白河駅設置

1889 （明治２２） 帝国憲法公布 白河町制を敷く

1946 （昭和２１） 日本国憲法公布

1949 （昭和２４） 白河町、大沼村が合併し、白河市制を敷く

1951 （昭和２６） サンフランシスコ平和条約締結

白河市が白坂村と合併

白河市が小田川村と合併

古関村、金山村、社村が合併し表郷村となる

白河市が五箇村と合併

信夫村、大屋村が合併し大信村となる

釜子村、小野田村が合併し東村となる

白河市が表郷村の旗宿、関辺を編入

小貫、太田輪が東村から浅川町に編入

2005 （平成１７） 平成の大合併
白河市、表郷村、大信村、東村が合併し、新「白河
市」が誕生する

古代

中世

近世

近・現代

1954 （昭和２９）

1221

～

1333

1338

1955 （昭和３０）

西暦（年号）

710

718

794

799

1192

1339

～

1392

1590

1603

1627

1629

1782

1783

1787

1800

1801
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３ 白河市の現状 

（１）人口・世帯の推移 

 本市の総人口は、増加傾向にありましたが、平成 17年から平成 22年にかけては、1,003

人減少しています。世帯数は、人口が減少した反面、増加傾向で推移しています。一世帯

当たり人員は、平成７年の 3.32 人から平成 22年の 2.85人へと減少しています。 

 

■人口・世帯の推移 

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

総人口 65,155 66,048 65,707 64,704

世帯数 19,614 21,271 22,320 22,726

世帯人員 3.32 3.11 2.94 2.85

単位：人、世帯

 

 

 

65,155 66,048 65,707 64,704

19,614 21,271 22,320 22,726

3.32 
3.11 

2.94 2.85 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

総人口 世帯数 世帯人員

（人、世帯） （人）

 
資料：国勢調査 
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（２）年齢階層別人口の推移 

年齢３階層別の人口は、生産年齢人口（15～64歳）が平成 17年から減少に転じ、年少人

口（０～14歳）は、平成７年以降減少傾向で推移しています。一方で、老年人口（65歳以

上）は増加傾向にあることから、少子・高齢化が進行していることがうかがえます。 

 

 

■年齢３階層別人口の推移 

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

総人口 65,155 66,048 65,707 64,704

年少人口 12,641 11,253 10,311 9,501

（０～14歳） (19.4) (17.0) (15.7) (14.7)

生産年齢人口 42,006 42,325 41,668 40,373

（15～64歳） (64.5) (64.1) (63.4) (62.4)

老年人口 10,467 12,470 13,723 14,682

（65歳以上） (16.1) (18.9) (20.9) (22.7)

不詳 41 0 5 148  
 

 

 

19.4 

17.0 

15.7 

14.7 

64.5 

64.1 

63.4 

62.4 

16.1 

18.9 

20.9 

22.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

 

※不詳を除く                     資料：国勢調査 
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（３）就業人口の状況 

就業人口は、平成 17年から減少に転じ、平成 22年には 30,689人となっています。産

業別でみると、平成 22 年で第１次産業が 2,050 人、第２次産業が 11,301 人、第３次産

業が 16,307人となっており、全産業で減少傾向にあります。 

 

 

■就業人口の推移 

     

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

65,155 66,048 65,707 64,704

就業者数 33,070 33,548 32,135 30,689

第１次産業
2,957
（8.9）

2,740
（8.2）

2,515
（7.8）

2,050
（6.7）

第２次産業
13,789
（41.7）

13,648
（40.7）

11,894
（37.0）

11,301
（36.8）

第３次産業
16,289
（49.3）

17,146
（51.1）

17,576
（54.7）

16,307
（53.1）

分類不能
35

（0.1）
14

（0.04）
150
（0.5）

1,031
（3.4）

50.8 50.8 48.9 47.4就業率

総人口

単位：人、％

 

                         資料：国勢調査 

 

16,289 17,146 17,576 16,307

13,789 13,648 11,894
11,301

2,957 2,740
2,515

2,050

33,070 33,548
32,135

30,689

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（人）

 

※分類不能を除く                          資料：国勢調査 
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（４）市内総生産の状況 

 市内総生産は、平成 19 年が 2,665 億 7,000 万円、平成 21 年が 2,211 億 7,900 万円で      

３年間に 453億 9,100万円減少しました。 

産業別でみると、平成 21年で第１次産業が 48億 9,200万円、第２次産業が 817億 1,700

万円、第３次産業が 1,390 億 8,000 万円となっており、全産業で減少傾向にあります。そ

の中でも、第２次産業が平成 19 年から平成 21 年にかけて約３割と減少しており、特に平

成 20年の米国発の金融危機がもたらした製造業への影響が大きな要因となっています。 

なお、平成 21年の市内総生産が福島県及び県南地域に対して占める割合は、福島県対比

で 3.1％、県南地域対比で 39.5％となっています。 

 

■総生産の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福島県市町村民経済計算 報告書 

 

154,949 146,797 139,080

111,611
95,071

81,717

4,763
4,972

4,892

266,570
242,546

221,179

0

100,000

200,000

300,000

400,000

平成19年 平成20年 平成21年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（百万円）

 

※帰属利子等を除く              資料：福島県市町村民経済計算 報告書 

 

平成19年 平成20年 平成21年

総生産 266,570 242,546 221,179

4,763 4,972 4,892

(1.8) (2.1) (2.2)

111,611 95,071 81,717

(41.9) (39.2) (36.9)

154,949 146,797 139,080

(58.1) (60.5) (62.9)

4,752 4,295 4,511

(1.8) (1.8) (2.0)

単位：百万円

第１次産業

第２次産業

第３次産業

帰属利子等（控除）

※帰属利子･･･金融業の生産額を定義するための特殊な帰属計算項目であり、金融業の受取利子及び 

配当と支払利子の差額を指す。 
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第３章 社会経済情勢の変化 

 

（１）人口減少・高齢化に対応した持続可能な社会の構築 

 我が国では、戦後以降、平成 17年に総人口がはじめて減少に転じ、子どもの数が減少す

る一方で高齢者の数が増加しています。人口減少の要因としては、未婚化・晩婚化の進行

や出生数の減少が挙げられますが、今後、いわゆる団塊の世代が高齢期を迎えることで、

長期間にわたって、人口減少と高齢化が進行する見込みとなっています。 

こうした人口構造の変化は、産業・福祉・医療・教育などあらゆる分野へ影響を及ぼし、

特に労働力人口の減少による経済の停滞や高齢化を支える仕組みの行き詰まりなどの悪影

響が懸念されます。 

また、社会資本や自然環境の維持管理が困難になることが予想されます。 

 そのため、女性・高齢者の就労の拡大や社会保障制度の見直しなど、人口減少と高齢化

に対応できる仕組みづくりや、効率的・効果的な社会資本整備及び既存の社会資本ストッ

クを活用したコンパクトなまちづくりなど、持続可能な社会の構築が求められています。 

 

 

（２）環境と共生する社会の構築 

 近年、地球温暖化に起因すると思われる大雨や大洪水、異常高温、干ばつなど、世界中

で異常気象が頻発しています。 

また、世界人口の増加や中国、インドなど新興国の急激な経済成長を背景に、自然環境

への過大な負荷や汚染、資源の枯渇など環境問題の深刻化が懸念されています。こうした

中、国際的な政策協調により、地球環境問題への取組みが推進されています。 

 一方、東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故以降、環境問題に対する関心は高

まっており、環境保全に取り組む市民や団体、企業の活発な活動が期待されています。 

 そのため、一人ひとりが自然や環境に対する理解を深め、意識を高めることで環境への

負荷の少ないライフスタイルへの転換を促すとともに、市民・企業・行政との協働による

積極的な環境保全活動等に取り組むことで、環境と共生する持続可能な社会を構築してい

くことが求められています。 

 

 

（３）災害に強く安心して暮らせるまちづくり 

 平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波は、いずれも

観測史上最大の規模であり、約２万人の犠牲者と約２５兆円の経済的な被害が生じました。

今後も首都直下地震や東海地震などの大規模な地震発生が予想されていることから、イン

フラの耐震化やライフラインの機能の確保、危機管理体制の構築など、東日本大震災を教

訓とした取組みの推進が重要です。 
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 一方で、震災を機に「共助」の重要性が見直され、地域コミュニティを中心とした地域

の安全を確保する気運が高まっていることから、住民・町内会・ボランティア・ＮＰＯな

どの地域ぐるみによる見守り・助け合いのネットワークを構築することも重要です。 

今後も地震や豪雨などの自然災害は避けられないことから、様々な状況を視野に入れた

幅広い防災・減災対策に市民と行政が共に取り組み、安全で安心して暮らせる災害に強い

まちづくりが求められています。 

 

 

（４）産業構造変化への対応 

 近年、経済のグローバル化や情報通信技術の急速な進展は、我が国の産業に大きな影響

を及ぼしてきました。そのような中、国際規模での企業間競争や地域間競争の激化、欧米

経済の停滞や急速な円高等による景気低迷及び国内産業の空洞化が加速するなど、企業を

取り巻く環境の悪化によって地域の産業基盤が弱体化しています。 

また、第３次産業の就業者数が全産業の就業者の半数以上を占めるなど、産業間での偏

りがあり、特に最も割合が低い第１次産業では、所得の不安定さ、技術習得の難しさなど

を背景として、新たな担い手の育成・確保が進まず、就業者の減少と高齢化が進行してい

ます。 

その一方で、医療・福祉・介護分野の産業や原発事故以後改めて見直されている再生可

能エネルギーなど環境分野の産業を通した地域経済の活性化が期待されています。 

これらの状況を踏まえ、地域経済を担う人材・企業の育成を図るとともに、成長分野な

ど新たな産業分野への企業進出の促進に取り組むなど、産業を取り巻く環境変化に柔軟に

対応できる新たな地域産業構造の確立が求められています。 

 

 

（５）分権型社会への対応 

 地方分権の進展により、地方自治体に対する義務付け・枠付けの見直し、権限の移譲が

段階的に進む中、自治体が自らの判断と責任において、地域の実情に応じた行政運営を行

う重要性が一層高まっています。 

また、地域の公共的課題の多様化・高度化に対応していくため、これまで以上に住民に

寄り添い、その声を聴いていくことに加え、行政サービスの質の向上などの取り組みを進

めることも重要です。 

 分権型社会の流れを確実に進めるためには、地域の自主性及び自立性を高めるための自

治体の政策形成能力が大きく問われます。このため、財政基盤の充実・強化や人材の育成・

活用を図り、地域の住民・企業との協働を進めながら、地域のニーズに応じた魅力ある施

策の推進により住民の満足度を高めていくことが求められています。 
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第４章 市民意識の動向 

 

（１）市民満足度調査等の概要 

 本計画の策定に当たり、市民意識の動向を把握するため、これまで実施した市民満足

度調査の分析及び子どもアンケート調査を行いました。調査の概要は次のとおりです。 

 

 

■市民満足度調査の概要 

調査対象 20歳以上の市民 1,500人 

抽出方法 平成 22年９月 20日現在の住民基本台帳から無作為抽出 

調査方法 郵送による調査票の配布・回収 

調査期間 平成 22年 10月７日～12月 28日 

回答者数 530人（回収率：35.3％） 

 

 

■子どもアンケート調査の概要 

調査対象 

・小学校６年生：331人 

・中学校３年生：217人 

・高校３年生：139人 

抽出方法 

・小中学生：市内に所在する全ての小中学校を対象に、小学校（６年生） 

及び中学校（３年生）の１クラスを学校ごとに任意抽出 

・高校生：市内に所在する全ての高校を対象に、３年生のうち 50人（白

河市在住者）を学校ごとに任意抽出 

調査方法 調査票の配布及び回収は、学校を通じて実施 

調査期間 平成 24年４月下旬～平成 24年５月 15日 

回答者数 687人 
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（２）市の取り組みに対する「満足度」と「重要度」【市民満足度調査】 

市の取り組みに対する満足度と重要度について、８分野 26項目ごとに加重平均によっ

て点数化した結果を順位付けすると次のとおりとなります。 

 

■満足度と重要度のランキング     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指数 順位 指数 順位

1
子どもの学力の向上や健やかな心身を育む教育
環境の整備

教育・生涯学習 0.00 19 1.29 5

2
文化、芸術活動の振興と様々な生涯学習機会の
提供、施設整備

教育・生涯学習 0.09 15 0.86 14

3
各種スポーツの振興に向けた団体の育成と施設
の整備

教育・生涯学習 0.07 16 0.75 17

4 健康づくりのための環境整備と医療体制の充実 健康・福祉・医療 0.09 14 1.31 3

5 安心して子どもを産み育てるための環境整備 健康・福祉・医療 0.01 18 1.39 1

6 高齢者の介護予防と福祉サービスの充実 健康・福祉・医療 -0.03 23 1.33 2

7
障がい福祉サービスの充実と自立、社会参加へ
の支援

健康・福祉・医療 -0.01 21 1.15 6

8 防災対策や消防施設の充実 安全・安心 0.35 3 1.15 7

9 交通安全対策、施設の充実 安全・安心 0.13 11 1.04 8

10 防犯対策、体制の充実 安全・安心 0.31 6 1.30 4

11
美しく豊かな自然環境の保全と魅力ある景観の保
存・育成

都市基盤 0.38 2 0.58 24

12 生活に密着した道路及び主要な幹線道路の整備 都市基盤 0.20 9 0.81 16

13 公共交通の充実と利便性の向上 都市基盤 0.00 20 0.75 18

14 水道の安定供給と下水道の整備 都市基盤 0.26 7 1.01 10

15
ごみの減量再資源化、資源の再利用の推進と省
エネルギーの普及

自然環境 0.46 1 1.04 9

16 自然環境の保全活用と環境美化の推進 自然環境 0.35 4 0.82 15

17 中心市街地の活性化 産業・雇用 -0.08 26 0.62 23

18 商工業の振興と商業まちづくりの推進 産業・雇用 -0.06 25 0.63 22

19 農林業の振興と地産地消、ブランド化の推進 産業・雇用 0.02 17 0.69 20

20 企業の育成と支援の充実及び企業誘致の推進 産業・雇用 -0.05 24 0.96 12

21 観光資源の活用と観光物産の振興 産業・雇用 0.15 10 0.63 21

22
参画と協働機会の充実及び市民の自主的な活動
への支援

協働 0.10 13 0.51 25

23 コミュニティ施設の整備と利活用の促進 協働 0.11 12 0.47 26

24 広報、広聴活動の充実 行財政 0.34 5 0.73 19

25 窓口サービスの充実 行財政 0.21 8 0.99 11

26 機動的な組織体制の構築と財政の健全化 行財政 -0.03 22 0.87 13

番号 取組み 分野
満足度 重要度
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 満足度の高い取り組みとして、「ごみの減量再資源化、資源の再利用の推進と省エネル

ギーの普及」や「美しく豊かな自然環境の保全と魅力ある景観の保存・育成」が上位を

占めています。 

満足度の低い取り組みでは、「中心市街地の活性化」が一番に挙げられ、次いで「商工

業の振興と商業まちづくりの推進」、「企業の育成と支援の充実及び企業誘致の推進」が

挙がるなど、産業・雇用分野の満足度が低くなっています。 

 

■満足度 

満足度の高い上位５項目 指数 分野 

15 ごみの減量再資源化、資源の再利用の推進と省エネルギーの普及 0.46 自然環境 

11 美しく豊かな自然環境の保全と魅力ある景観の保存・育成 0.38 都市基盤 

８ 防災対策や消防施設の充実 0.35 安全・安心 

16 自然環境の保全活用と環境美化の推進 0.35 自然環境 

24 広報、広聴活動の充実 0.34 行財政 

 

満足度の低い下位５項目 指数 分野 

17 中心市街地の活性化 -0.08 産業・雇用 

18 商工業の振興と商業まちづくりの推進 -0.06 産業・雇用 

20 企業の育成と支援の充実及び企業誘致の推進 -0.05 産業・雇用 

６ 高齢者の介護予防と福祉サービスの充実 -0.03 健康・福祉・医療 

26 機動的な組織体制の構築と財政の健全化 -0.03 行財政 

 

  

今後重要だと思う取り組みでは、「安心して子どもを産み育てるための環境整備」が最

も重要視されています。次いで「高齢者の介護予防と福祉サービスの充実」、「健康づく

りのための環境整備と医療体制の充実」が挙がるなど、健康・福祉・医療の重要度が高

くなっています。 

 

■重要度 

重要度の高い上位５項目 指数 分野 

５ 安心して子どもを産み育てるための環境整備 1.39 健康・福祉・医療 

６ 高齢者の介護予防と福祉サービスの充実 1.33 健康・福祉・医療 

４ 健康づくりのための環境整備と医療体制の充実 1.31 健康・福祉・医療 

10 防犯対策、体制の充実 1.30 安全・安心 

１ 子どもの学力の向上や健やかな心身を育む教育環境の整備 1.29 教育・生涯学習 

 

重要度の低い下位５項目 指数 分野 

23 コミュニティ施設の整備と利活用の促進 0.47 協働 

22 参画と協働機会の充実及び市民の自主的な活動への支援 0.51 協働 

11 美しく豊かな自然環境の保全と魅力ある景観の保存・育成 0.58 都市基盤 

17 中心市街地の活性化 0.62 産業・雇用 

18 商工業の振興と商業まちづくりの推進 0.63 産業・雇用 
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  市の取り組みに対する満足度と重要度の結果を散布図で表すと次のとおりとなります。 
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■分類別取組一覧 

Ａ：要検討 Ｂ：継続推進 Ｃ：課題 Ｄ：重点課題 

11 

美しく豊かな自然環境の

保全と魅力ある景観の保

存・育成 

８ 
防災対策や消防施設の充

実 
２ 

文化、芸術活動の振興と

様々な生涯学習機会の提

供、施設整備 

１ 

子どもの学力の向上や健

やかな心身を育む教育環

境の整備 

12 
生活に密着した道路及び

主要な幹線道路の整備 
９ 交通安全対策、施設の充実 ３ 

各種スポーツの振興に向

けた団体の育成と施設の

整備 

４ 
健康づくりのための環境

整備と医療体制の充実 

16 
自然環境の保全活用と環

境美化の推進 
10 防犯対策、体制の充実 13 

公共交通の充実と利便性

の向上 
５ 

安心して子どもを産み育

てるための環境整備 

21 
観光資源の活用と観光物

産の振興 
14 

水道の安定供給と下水道

の整備 
17 中心市街地の活性化 ６ 

高齢者の介護予防と福祉

サービスの充実 

24 広報、広聴活動の充実 15 

ごみの減量再資源化、資源

の再利用の推進と省エネ

ルギーの普及 

18 
商工業の振興と商業まち

づくりの推進 
７ 

障がい福祉サービスの充

実と自立、社会参加への支

援 

 

25 窓口サービスの充実 19 
農林業の振興と地産地消、

ブランド化の推進 
20 

企業の育成と支援の充実

及び企業誘致の推進 

 

22 

参画と協働機会の充実及

び市民の自主的な活動へ

の支援 

 
23 

コミュニティ施設の整備

と利活用の促進 

26 
機動的な組織体制の構築

と財政の健全化 

 

分類 考え方 

Ａ： 

要検討 

満足度が高く、重要度は低い。現状

を維持しつつ、取り組み内容によっ

ては見直しの検討が必要。 

Ｂ： 

継続 

推進 

満足度も重要度も高い。引き続き、

満足度に対する高い評価が得られ

るよう、取り組みの継続実施が必

要。 

Ｃ： 

課題 

満足度も重要度も低い。現時点で

は、優先度が低くなっていることか

ら、取り組みの必要性に応じた推

進・見直しが求められる。 

Ｄ： 

重点 

課題 

満足度が低く、重要度は高い。最も

課題のある取り組みのため、今後、

優先的に改善に取り組んでいくこと

が重要。 
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（３）市の取り組みに対する「満足度」と「重要度」の経年比較 

   市の取り組みに対する満足度と重要度を第１次総合計画の施策大綱の８分野に分類し、

前回調査（平成 18年度市民意識調査）と比較した結果は、次のとおりです。 

 

■分野での経年比較 

 

 【満足度のランキング】            【重要度のランキング】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■分野での経年比較のまとめ 

 

【安全・安心】 

満足度と重要度のいずれも第２位と上位になっていることから、引き続き重点的に

取り組んでいく必要があります。 

 

【健康・福祉・医療】 

満足度が６位から７位と低下しているのに対し、重要度が第１位となっていること

から、より一層重点的に取り組んでいく必要があります。 

 

【教育・生涯学習】 

満足度が４位から６位と低下しているのに対し、重要度では７位から３位に上昇し

ていることから、特に重点的に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

分野
平成
18年度

順位
変動

平成
22年度

自然環境 1位 → 1位

安全・安心 2位 → 2位

都市基盤 3位 → 3位

行財政 7位 ↑ 4位

協働 5位 → 5位

教育・生涯学習 4位 ↓ 6位

健康・福祉・医療 6位 ↓ 7位

産業・雇用 8位 → 8位

分野
平成
18年度

順位
変動

平成
22年度

健康・福祉・医療 2位 ↑ 1位

安全・安心 1位 ↓ 2位

教育・生涯学習 7位 ↑ 3位

自然環境 6位 ↑ 4位

行財政 3位 ↓ 5位

都市基盤 5位 ↓ 6位

産業・雇用 4位 ↓ 7位

協働 8位 → 8位
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（４）市の将来への期待について【子どもアンケート（小・中・高校生）】 

 市の将来への期待について、今回の調査では、「みんなが安全で、安心して暮らせるま

ち」が 30.9％で最も多く、次いで「子どもから大人まで、文化、スポーツ活動などを楽

しめるまち」が 29.5％、「山や川などの自然が豊かで美しい景色のまち」が 25.5％とな

っています。 

 平成 18年度の前回調査と比べると、それぞれの回答割合に大きな増減は見られません

が、回答の多い項目として「子どもから大人まで、文化、スポーツ活動などを楽しめる

まち」の順位が前回の３位から２位と上昇しています。 

 

 

■将来への期待（大人になったとき、白河市がどんな「まち」になっていたら良いと 

思うか） 

34.2 

26.6 

29.4 

18.6 

15.0 

14.1 

13.2 

10.8 

8.3 

8.8 

5.5 

2.6 

2.0 

1.9 

30.9 

29.5 

25.5 

15.7 

15.6 

14.8 

14.6 

11.6 

11.4 

9.6 

6.0 

3.9 

1.9 

0.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

みんなが安全で、安心して暮らせるまち

子どもから大人まで、文化、スポーツ活動などを楽しめるまち

山や川などの自然が豊かで美しい景色のまち

お年寄りや障がいのある人も住みやすいまち

近所の人たちがいつも協力し、助け合うまち

インターネットや携帯電話などの情報ネットワークの充実したまち

道路や交通が整っていて快適に暮らせるまち

歴史や文化、伝統を大切にするまち

多くの観光客が訪れ、にぎやかなまち

幼稚園や学校などの教育が充実したまち

外国との交流が盛んなまち

農業、商業、工業など、いろいろな産業が盛んなまち

その他

不明・無回答

％

前回（平成18年度） 今回（平成24年度）
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第５章 第１次総合計画の総括 

１ 第１次総合計画の成果 

 第１次総合計画の分野ごとの主な成果は次のとおりです。 

分野 主な成果 

１ 知性と豊かな心

を育むまちづくり（教

育・生涯学習） 

・放課後子ども教室の開設 

・福島大学白河サテライト教室の開催 

・市立図書館の開館、表郷庁舎を利活用した表郷図書館の開設 

・国史跡の指定（小峰城跡、借宿廃寺跡等） 

２ 健やかで元気に

暮らせるまちづくり

（健康・福祉・医療） 

・特定保健指導の実施率の向上 

・検診の受診機会や検診項目の拡大による受診者の増加 

・認定こども園の開園による保育サービスの充実 

・小児における平日夜間救急外来事業の開始 

３ 安全で安心なま

ちづくり（安全・安心） 

・河川ハザードマップの作成 

・春季・秋季の火災予防運動期間に合わせた各地域における火災防御訓練の実施 

・「白河だるま作戦」による犯罪抑止街頭活動の実施 

・無料法律相談の拡大による相談体制の充実 

４ 快適な生活を支

えるまちづくり（都市

基盤） 

・白河市都市計画マスタープランの策定、歴史的風致維持向上計画の国認定 

・光ファイバー網の整備による市内全域の超高速ブロードバンド・サービス環境の整備 

・景観行政団体への移行及び景観計画の策定 

・白河中央スマートＩＣの供用の開始 

・老舗通りや友月山プロムナード等の歩行系街路の整備 

５  環境と調和した

まちづくり（自然環

境） 

・住宅用太陽光発電システム導入補助金の創設 

・市内一斉清掃や河川美化活動の実施 

・「花の里構想」の策定による関の森公園の整備 

・白河地域再生可能エネルギー推進協議会の設立支援 

６ 活力と魅力が実

感できるまちづくり

（産業・雇用） 

・中心市街地活性化基本計画の策定 

・首都圏等における「白河ブランド」を含めた地場産品のＰＲ 

・国際競争力が強く、地域への波及効果が期待できる企業の誘致 

・産業サポート白河の設立によるより専門的な技術研修の開催 

７ 市民とともにつく

るまちづくりの推進

（協働） 

・「白河市自治基本条例を考える市民会議」の設置及び条例素案の作成 

・「白河市男女共同参画推進懇話会」の設置や「女性のためのキャリアセミナー」等の開催 

・「地域の底力再生事業」によるコミュニティ活動の支援 

・中学生派遣事業による国際交流の推進 

８  市民から信頼さ

れる行政経営の推

進（行財政） 

・行政改革実施計画、財政健全化計画、定員管理計画等の策定 

・行政評価の実施による事業の改善等 

・公共施設の指定管理者制度の導入 

・財務指標の改善 
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２ 第２次総合計画に向けた課題 

第２次総合計画の策定に当たって各種基礎調査を行った結果、導き出された主な課題は次

のとおりです。 

 

（１）教育・生涯学習分野 

・子どもたちが郷土の歴史・文化に愛着と誇りを持ち、社会に貢献しながら自立して人

生を切り拓いていくことができるよう、知・徳・体のバランスの良い育成や、学校、

家庭、地域が一体となった地域全体での教育に取り組むことが必要です。 

・インターネットの正しい利用と家庭でのルールづくりなどにより、氾濫する有害な情

報から、青少年を保護し健全に育成することが求められています。 

・市民の教育・生涯学習に対する関心が高まっていることから、子どもから高齢者まで

幅広く文化・スポーツ活動を楽しめるまちづくりの充実が求められています。 

 

（２）健康・福祉・医療分野 

・子どもから大人まで生涯を通じた健康づくりを推進するため、がんや循環器疾患、糖

尿病などの生活習慣病予防や発症後の合併症、症状の進展等の重症化予防を重視した

対策が必要です。 

・医療に対する需要が増加する中、医療従事者の高齢化等が進行していることから、安

定した医療を提供することが求められています。 

・安心して子どもを産み育てられる環境を整備するため、女性の仕事と家庭の両立や子

育てへの支援を充実することが必要です。 

・高齢者が住み慣れた地域で元気に安心して暮らせるように、地域の見守り・生活支援

体制の強化を図るとともに、生きがいづくりや介護予防を推進することが求められて

います。 

 

（３）安全・安心分野 

・誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりの実現に向けて、消防団や常備消防を充実す

るとともに、防災マップ等を充実させ町内会や自主防災組織等の防災関係団体との連

携を強化するなど、地域の防災力の強化を図ることが求められています。 

・市民の安全・安心意識の高まりから、交通安全や防犯、消費生活対策など、身近な安

全・安心の確保に向けた幅広い取り組みが求められています。 

・福島第一原子力発電所の事故以降、市民は放射性物質による環境汚染や放射線被ばく

の不安、様々な風評などと向き合うことを余儀なくされていることから、一日も早い

原子力災害の収束、環境の回復が必要です。 
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（４）都市基盤分野 

・東日本大震災の影響により、市内の様々な箇所で被害が生じているため、道路・河川・

上下水道・公共施設の耐震化などのインフラ整備に加え、危機管理体制の充実による、

災害に強い都市基盤の構築が求められています。 

・歴史や文化などの足元にある資源を活用したまちづくりを推進するうえで、今後、歴

史的建造物等の老朽化が大きな影響を及ぼすことから、これら歴史文化資源の保存と

活用によって白河らしい街並み景観を形成することが必要です。 

・高齢化社会の進展とともに、公共交通の重要性が増していることから、利用者の利便

性の向上やニーズを捉えた取り組みが求められています。 

 

（５）自然環境分野 

・資源循環型社会の形成に向けて、その重要性は理解されているものの意識には個人差

があることから、一人ひとりの環境意識を高めながら、市民・企業・行政等が一体と

なってごみの減量化・資源化を推進することが必要です。 

・原子力災害によって山や川、湖などの自然環境や公園など身近な生活空間に放射性物

質が拡散したことから、環境保全のための取組みを推進することが必要です。 

・自然と共生した安全で安心なエネルギーを確保するため、再生可能エネルギー等のク

リーンエネルギーの普及・拡大・産業化に努めることが求められています。 

 

（６）産業・雇用分野 

・原子力災害の影響が農業・商業・工業・観光など産業全般に及んでいるため、安全性

の確保及び積極的なＰＲの推進により、風評を払しょくするなど地域産業の再生が課

題となっています。 

・昨今の経済不況等に起因する企業業績の低下により、雇用・就労環境の変動が見受け

られることから、既存企業の育成・支援を図るとともに、多様な企業の集積と雇用の

創出を図ることが必要です。 

・農業、商業などにおける後継者不足や企業が求める人材の高度化に対応するため、産

業人材の育成・能力開発に取り組むことが必要です。 

 

（７）協働分野 

・市民協働の推進に向けて、自治基本条例の制定及び周知・啓発を積極的に行うことで、

協働のまちづくりをより一層推進していくことが必要です。 

・東日本大震災以降、市民活動に取り組む市民が増加し、その機運も高まりをみせてい

ることから、意識の醸成を一層図るとともに、市民活動が活発に展開される環境づく

りに取り組むことが必要です。 
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（８）行財政分野 

・地方分権の推進に伴う権限移譲により、業務量はこれまで以上に増加することが見込

まれていることから、簡素で効果的な行政体制づくりや職員の政策形成能力の向上を

図ることが必要です。 

・財政指標については改善傾向にあるものの、他団体との比較において公債費や普通建

設事業費は大きく上回っていることから、今後も多様化する市民ニーズや社会経済情

勢を踏まえた中長期的な視点に立った健全な財政運営が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 基本構想 
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第１章 白河市の目指す将来の姿 

 

１ まちづくりの理念 

本市は、那須連峰の美しい山々を仰ぎ、阿武隈川の清冽な水が流れる恵まれた環境のもと、

豊かな自然、白河関跡や南湖公園、小峰城跡に代表される歴史や文化など、魅力ある地域資

源に恵まれています。これら貴重な地域資源を最大限に活用しながら、市民が共に元気で楽

しく暮らすことのできるまちを築き、次世代へと引き継いでいくことが私たちの責務です。 

また、長年にわたりこのまちを育んできた先人たちの英知と努力をいしずえとして、東日

本大震災での経験と教訓を風化させることなく、新たな視点による安全で安心して暮らせる

まちを築いていくことが重要です。そのためには、目指すべきまちづくりの方向性を市民と

行政が共有し、共に考え、助け合ってまちづくりを進めていくことが必要です。 

そこで、これからも持続的に成長するまちを創造していくため、本市のまちづくりの理念

として次の３つを掲げます。 

 

 

 

１ 安全・安心でやすらぎのあるまち 

子どもから大人まで、すべての市民の安全・安心が確保され、やすらぎのある 

暮らしが実現されるまちを目指します。 

 

 

 

２ 活気と魅力にあふれ、愛着と誇りを持てるまち 

自然・歴史・伝統・文化・産業などの恵まれた地域資源や地域特性を生かした 

白河ならではのまちづくりを進め、誰もが活気と魅力を実感でき、愛着と誇りが 

持てるまちを目指します。 

 

 

 

３ 一人ひとりの絆とみんなの力で輝く未来をつくるまち 

白河の地に息づく人と人とのつながりや思いやりを将来にわたって守り育て、 

地域団体や企業など多様な主体との連携によって磨きをかけながら、誰もがいき 

いきとした輝きを放つまちを目指します。 
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２ 白河市の将来像 

 まちづくりの理念を踏まえ、白河市の将来像を次のとおり定めます。 

みんなの力で未来をひらく 歴史・文化のいきづくまち 白河 

 

（まちづくりの理念） 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が夢や希望を持って生活し、ふるさとを誇りに思い、守り、継承する。それが白河の

復興と発展を支える力となります。白河を震災前の状態に戻すだけでなく、以前よりも安全・

安心が確保され、活力と魅力あふれた白河をつくるため、ともに力を合せて、先人から受け

継いできた歴史と文化を活かし、新たな文化が息づくまちを創造し、輝かしい未来をひらい

ていくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人ひとりの絆とみん

なの力で輝く未来をつ

くるまち 

活気と魅力にあふれ、愛

着と誇りを持てるまち 

安全・安心でやすらぎの

あるまち 

1 2 ３ 

安全・安心 

 

健康・福祉・医療 

コミュニティ・行財政 

教育・生涯学習 

都市基盤 

環境 

産業・雇用 
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第２章 土地利用構想 

 

１ 土地利用に関する基本的な考え方 

 本市の土地利用に当たっては、これまで引き継いできた歴史と伝統、豊かな自然環境に恵

まれた美しいまちを次世代に残し伝えていくことを前提に、市民の健康で文化的な生活環境

の確保や市域の一体的な発展のため、総合的かつ計画的な土地の利用を推進します。 

また、東日本大震災からの復興に向けて、放射性物質に汚染された土地の早期の除染など、

市民生活の安全性・快適性の確保や生産性の向上への配慮、さらには貴重な自然環境や多く

の歴史的・文化的遺産と調和し、将来にわたって持続可能な土地の保全・活用に努めます。 

 

 

２ 土地利用の基本方針 

○土地利用の質的向上 

無秩序な市街地拡大を抑制し、都市機能を集約化・複合化するとともに、良好な景観

や歴史的・文化的な風土や街並みを保全・形成することで、土地利用の質的向上に努め

ます。 

 

○自然との共生 

農地や森林など、恵まれた自然環境を良好な状態で保全・継承することを基本に、環

境負荷の低減への配慮、無秩序な開発の抑制、産業構造の変化への対応など、自然と共

生した土地利用を図ります。 

 

○災害に強い市土づくり 

市民の生命と財産を守るため、避難や救援等も考慮した社会資本の整備など、大震災

を教訓とした防災・減災対策や、防犯・交通安全・救命救急など、総合的な観点から災

害に強い安全・安心なまちづくりに留意した土地利用を図ります。 

 

○市民参画・市民協働 

市民やＮＰＯをはじめとする各種団体等が土地利用の計画づくり等に参加できる機会

を設け、市民の意見を反映した土地利用を推進します。 
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■土地利用のイメージ図 
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第３章 将来フレーム 

 

１ 人口推計 

 近年、多くの市町村において人口減少となっており、本市においても同様の傾向がみられ

ます。こうした傾向と今後の将来の動向を想定し、人口推計を行いました。 

 基本構想の目標年度となる平成 34年度の総人口は約 59,400人と予測されます。 

 年齢階層別人口でみると、平成 34年度に、０～14歳は約 7,000人、15～64歳は約 34,300

人、65歳以上は約 18,100人と、65歳以上の増加が顕著になると見込まれます。 

 

■総人口及び年齢階層別人口の推計 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年

総人口 63,625 63,265 62,905 62,412 61,918 61,425 60,931 60,438 59,896 59,355

年少人口 8,881 8,667 8,452 8,226 8,000 7,774 7,548 7,322 7,148 6,974

（０～14歳） (14.0) (13.7) (13.4) (13.2) (12.9) (12.7) (12.4) (12.1) (11.9) (11.7)

生産年齢人口 39,099 38,643 38,188 37,621 37,054 36,487 35,920 35,353 34,808 34,264

（15～64歳） (61.5) (61.1) (60.7) (60.3) (59.8) (59.4) (59.0) (58.5) (58.1) (57.7)

老年人口 15,645 15,955 16,265 16,565 16,864 17,164 17,463 17,762 17,940 18,117

（65歳以上） (24.6) (25.2) (25.9) (26.5) (27.2) (27.9) (28.7) (29.4) (30.0) (30.5)

単位：人、％
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２ 世帯の推計 

 基本構想の目標年度となる平成 34年度の世帯数は約 25,000世帯と予測されます。 

 世帯人員でみると、平成 34年度に約 2.4人と減少することが予測されます。 

 

■世帯数及び世帯人員の推計 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年

世帯数 22,927 23,129 23,333 23,539 23,747 23,957 24,168 24,382 24,597 24,814

世帯人員 2.78 2.74 2.70 2.65 2.61 2.56 2.52 2.48 2.44 2.39

単位：人、世帯
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第４章 基本目標 

 

１ 安全・安心分野  

～安全・安心に暮らせる人にやさしいまち～ 

 

１ 防災・減災対策の充実 

東日本大震災を教訓とし、大規模災害などに備えた訓練の実施や防災・減災意識の啓

発を推進するとともに、自主防災組織の育成・強化や災害時の情報伝達手段の確保、地

域の防災拠点の整備などを促進することで、防災力の高い地域社会を構築します。 

 

２ 消防・救急体制の強化 

市民の防火に対する意識の高揚や消火・避難訓練への市民参加の促進、家庭における

防火対策を促進するとともに、迅速かつ的確な消防・救急・救助体制の充実等に努める

ことで、市民の安全な生活環境を確保します。 

 

３ 交通安全対策の充実 

交通安全に対する市民一人ひとりの関心を高めるための交通安全活動を積極的に推進

するとともに、交通安全施設の整備や市民交通災害共済制度の普及啓発を図ることで、

安全な交通環境づくりに努めます。 

 

４ 防犯・消費生活対策の充実 

犯罪や事件の起きにくい地域防犯力の高いまちづくりを進めるため、防犯意識の向上

や防犯体制の充実を図るとともに、消費者問題に対する啓発活動や相談体制の充実に取

り組みます。 

 

５ 原子力災害対策の推進 

原子力災害の収束に向けて、放射性物質による環境汚染の状況などを調査し市民に分

かりやすく情報発信するとともに、迅速な除染や汚染廃棄物の円滑な処理、原子力損害

賠償請求の支援に取り組むことで、環境の回復と市民の不安払しょくに努めます。 
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２ 健康・福祉・医療分野 

～いきいきと健やかで明るい笑顔があふれるまち～ 

 

１ 健康づくり・健康管理の推進 

市民の誰もが健康でいきいきと暮らすことができるよう、生涯を通じた健康づくりと

疾病予防、感染症の予防対策、子どもの発育・発達支援、原子力災害の影響を踏まえた

健康管理に取り組みます。 

 

２ 医療体制の充実 

誰もが安心して医療が受けられるよう、地域医療を担う医師の確保・定着の促進によ

り、地域医療体制の充実を図るとともに、救急患者の症状の程度に応じて適切な救急医

療を提供する体制を整備します。 

 

３ 子育て支援の推進 

保育サービス及び保育園等の施設の充実、子育て家庭の経済的負担の軽減、妊産婦の

健康管理、子どもの人権擁護の推進等により、安心して子どもを生み、育てやすい環境

づくりを推進します。 

 

４ 高齢者福祉の推進 

住み慣れた地域で心身ともに健やかに暮らせるよう、介護予防・認知症対策の推進及

び介護保険制度を適切に運営するとともに、生きがいとなる交流活動の推進、在宅福祉

の充実による生活支援等に努めます。 

 

５ 障がい者福祉の推進 

障がい者が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、相談体制の充実により障が

い者やその家族のニーズを的確に把握するとともに、福祉サービスの充実、支援体制の

構築、自立・社会参加の促進等に取り組みます。 

 

６ 地域福祉の充実 

誰もが安心して暮らせるよう、助け合いの精神に基づいた地域福祉の重要性について

啓発するとともに、援助を必要としている人たちへの支援や地域での支え合い・助け合

い活動の仕組みづくり等に努めます。 
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３ 産業・雇用分野  

～地域資源を生かし産業を育て、雇用を生むまち～ 

 

１ 商業の振興 

賑わいと活気にあふれ魅力ある商業まちづくりを進めるため、商業機能を支える中小

企業の経営基盤の強化や商業集積の形成を図るとともに、都市交流施設を軸に街なかへ

の回遊性を高める取組み等を推進し、中心市街地の活性化を図ります。 

 

２ 工業の振興 

本市が有する高速交通体系などの優位性を最大限に活用した企業誘致の推進による産

業の集積化を図るとともに、市内企業の経営基盤、競争力・収益力の強化に向けた支援

や担い手の育成等に努めます。 

 

３ 農林業の振興 

地域農業の担い手の育成・確保と農業経営の安定化を図るとともに、食の安全性の確

保とブランド化等により、特色ある農業づくりを進めます。また、森林の適正な維持・

管理を推進し、多面的機能の確保と林業の振興に努めます。 

 

４ 観光の振興 

本市の魅力を市内外へ積極的に発信し、観光客に接する「おもてなしの心」を醸成す

るとともに、地域固有の恵まれた観光資源を活かした着地型観光の推進などに取り組む

ことで、交流人口の拡大を図ります。 

 

５ 雇用環境・就労環境の充実 

就労者や求職者が安定して働き続けられるよう、雇用機会の創出・確保を図るととも

に、地域産業を担う人材の育成や能力開発などの就労環境の整備、魅力ある職場づくり

に向けた勤労者福祉の充実に取り組みます。 

 

６ 再生可能エネルギーの推進 

災害に強く環境負荷の少ない再生可能エネルギーの導入・拡大、関連産業の集積・育

成を図るとともに、再生可能エネルギーに関する人材育成や啓発などを進めます。 
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４ 教育・生涯学習分野  

～心豊かに学び・ともにふれあい・生きる喜びを実感できるまち～ 

 

１ 生きる力と思いやりを育む教育の充実 

郷土に誇りを持ち、白河の未来をひらく子どもたちを育むため、幼児・児童・生徒の

実態やニーズを踏まえた教育内容の充実を図るとともに、地域が一丸となって、子ども

が互いに安心して学ぶことのできる教育環境づくりを進めます。 

 

２ 青少年の健全な育成 

次世代を担う青少年が心身ともに健やかに成長できるよう、学校、家庭、地域との連

携を密にしながら、地域の教育力の向上に努めます。 

 

３ 生涯学習社会の実現 

誰もが生涯を通じて幅広い学習機会・場が提供され、学んだ成果が地域で実践できる

生涯学習社会の実現を図ります。 

 

４ 文化・スポーツの振興 

市民一人ひとりの意欲に応じた文化・スポーツ活動に対する支援体制を充実し、多様

な文化・スポーツ活動が楽しく身近に感じられる環境づくりに努めます。 

 

５ 歴史や伝統文化の保存・継承 

郷土の歴史や伝統、芸術文化にふれることのできる環境づくりやその保存・継承を担

う人づくりを進めます。 
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５ 都市基盤分野  

～やすらぎと快適さのある住みよいまち～ 

 

１ 魅力ある街並みの形成 

本市が育んできた地域固有の歴史・文化・風土を生かした魅力ある街並み・景観づく

りを推進します。 

 

２ 快適な道路網の整備 

安全で快適な道路環境を確保するため、市内の道路網の骨格となる幹線道路や身近な

生活道路、歩道などの適切な整備・維持管理に努めます。 

 

３ 良好な居住環境の整備 

市街地や住宅、情報通信基盤など、暮らしやすく快適な生活環境の整備に努め、自然

環境と都市環境が共生する持続可能なまちづくりを計画的に進めます。 

 

４ 公共交通の充実 

市民が安全で快適に移動できるよう、地域の特性やニーズに配慮し、バスや鉄道など

の公共交通ネットワークの確保及び利便性の向上を図ります。 

 

５ 安全で安定した水の供給 

安心・安全で良質な水の供給を図るため、水道水の安全性を確保するとともに、災害

に備え、水道施設の耐震化と危機管理体制の強化に努めます。 

 

６ 衛生的で快適な下水道の整備 

より衛生的で快適な市民生活の確保と河川や湖沼などの公共用水域の水質汚濁を防止

するため、下水道の計画的な整備と水洗化の普及・啓発に努めます。 
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６ 環境分野 

～自然と共生し、潤いのある環境を未来につなぐまち～ 

 

１ 資源循環型社会の形成 

資源循環型社会の実現を目指し、市民・企業・行政の一体的な取り組みにより、ごみ

の減量化・資源化や省エネルギー対策など、環境に配慮したライフスタイルの推進を図

ります。 

 

２ 地域環境の保全 

地球規模で進行する環境問題に対応するため、自然環境・自然景観の保全や環境美化

活動、環境教育の推進、環境汚染の防止など、地域環境に配慮した総合的な取組みを推

進します。 

 

３ 緑豊かで身近な自然環境の保全と創出 

市民との協働により身近な公園や緑地などの魅力の向上に取り組むとともに、豊かな

自然環境や歴史的・文化的遺産などを活用した憩いの空間づくりを推進します。 

 

 

 

 



 

38 

７ コミュニティ・行財政分野 

～地域のふれあいと支え合いで共に創るまち～ 

 

１ 市民との協働による地域づくり 

市民活動の拠点となるコミュニティ施設の整備や活用を促進し、町内会や市民活動団

体等との情報の共有化、自主的な活動への支援によって地域コミュニティの再生・強化

を図りながら、市民とともに様々な協働のまちづくりを進めます。 

 

２ 人権尊重・男女共同参画の推進 

子どもから大人まで市民一人ひとりの人権が尊重される地域社会の実現に向けて、人

権意識の向上を図るとともに、男女が対等なパートナーとして責任を分かち合い、家庭

や職場などで安心して生活が送れるよう、男女共同参画社会の形成を推進します。 

 

３ 多様な交流と連携の推進 

国内外の多様な人・文化・地域との活動を通じて、文化や産業など多方面にわたる交

流と連携を図るとともに、定住・二地域居住の促進に努めます。 

 

４ 開かれた市政の推進 

市民に信頼される開かれた市政を推進するため、分かりやすい広報やホームページの

作成に努め情報を発信するとともに、従来の広聴活動に加え、新たな情報通信技術の活

用を検討し、市民との情報の共有化や政策形成への市民参加を進めます。 

 

５ 効果的・効率的な行政運営の推進 

職員の資質向上や簡素で効果的な行政体制づくりに努め、社会情勢の変化や市民ニー

ズに対応できる自主・自立の行政運営を推進します。 

 

６ 健全な財政運営の推進 

市民サービスの安定的・継続的な提供と健全で持続可能な財政基盤の確立を図るため、

限られた財源の重点的・効果的な配分と安定的な自主財源の確保に努めます。 
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第５章 基本構想の実現に向けて 

 

１ 基本的な考え方 

基本構想は、市民、民間団体、事業者、市など、本市で活動する様々な主体が、本市の「目

指す将来の姿」を共有するための指針となるものであり、その実現のためには、それぞれの

役割を認識し、力を合わせて取り組んでいくことが必要です。 

従って、基本構想の実現に向けて、計画の推進に当たっての考え方や実効性を確保するた

めの取組みを以下に示します。 

 

２ 計画の推進に当たっての考え方 

（１）「協働によるまちづくり」の推進 

白河市の将来像の実現に向けたまちづくりを進めるためには、「自助」「共助」「公助」

の補完性の原則に基づいた考え方で、多様な主体がまちづくりに取り組むことが求められま

す。 

こうしたことから、基本計画において、めざす将来の姿の実現に向けて、施策ごとに、市

民、民間団体、事業者などによる“協働の取組み”を示します。 

 

（２）計画の進行管理 

施策目標の達成状況を成果指標などにより点検・評価し、限られた行政資源を最大限に活用

する観点から、所期の目的に照らし効果の薄れてきた事業や将来にわたり現行水準を維持する

ことが困難な行政サービスなど、見直すべきものについては成果重視の視点から見直しを進め、

ＰＤＣＡのマネジメントサイクルに取り組みます。 

市民代表からなる第三者機関において、施策目標の達成状況など計画の推進状況について報

告し、多角的な観点から意見を求めます。 

また、進行管理の結果については、市民に分かりやすく公表するなど、情報の共有に努めま

す。 

 

３ 実効性の確保 

（１）全庁一体となった施策の推進 

  各部局が中心となって策定する部門別計画等と役割分担を図りつつ、めざす将来の姿の実現

のため、一体的に施策を推進します。 

  部局横断的な課題への対応については、各部局の相互連携により全庁一体となった総合的な

施策の構築と展開を図ります。 
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（２）重点的・戦略的な取組みの推進 

計画を着実に推進するため、前期基本計画の５年間で特に重点的に取り組むべき課題に対

応したものを重点戦略プランとして取りまとめ、戦略的な取組みを進めます。 

また、社会経済情勢の変化の中でも特に緊急を要する課題が生じた場合には、柔軟かつ臨

機に重点戦略プランの見直しを行い、より確実かつ効果的な推進を図ります。 

 

 

■ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計画する（Plan） 

・総合計画の策定 

・成果指標の設定 

実践する（Do） 

・施策等の実施 

・成果指標の測定 

改善する（Action） 

・課題解決に向けた今後

の方向性の見直し 

評価する（Check） 

・実施状況の点検・分

析・課題・今後の方

向性の把握 

  

 

Plan Do
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